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会員各位

平素より毎々格別のご厚情を賜り、心より御礼申し上げます。
最近のトピックスをお伝えいたします。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
◆持続可能で質の高い保育へ、今後の保育政策の在り方が示される◆

こども家庭庁は、全国どこでも質の高い保育が受けられ、地域で一人ひとりのこど
もの育ちと子育てが応援・支援されるような社会を実現するため、今後の保育政策の
在り方について示した「保育政策の新たな方向性」（令和6年12月20日公表）を
とりまとめました。
　その3つの柱として、
1．地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実
2．全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取組の推進
3．保育人材の確保とテクノロジーの活用等による業務改善
を掲げています。
　各地での人口減少の中、公定価格における定員と実員との乖離を軽減するための
定員区分の見直し、規制改革実施計画に基づいた保育所の合併・事業譲渡等のガイド
ラインの作成などの環境整備を促進するとともに、令和8年度には計画的に多機能化
に取り組む自治体への支援も検討されています。
　また、障害児や医療的ケア児等のインクルージョンの推進（※）、こども誰でも通園
制度や病児保育など、多様なニーズに応じた専門的な支援が盛り込まれております。
　その他、4・5歳児の配置基準の改善促進と１歳児の職員配置の改善の検討とともに、
保育の質や安全などの質の向上、保育士・幼稚園教諭等の処遇改善、保育DX化
などについても言及されています。
　これまでも量から質への転換が進められてきておりましたが、今後は持続可能と
するための質の向上がさらに求められると言えそうです。

こども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/new_direction

※保育所等ではインクルージョンが推進されています。障害者差別解消法において、
「行政機関や事業者は、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより、
障害者の権利利益を侵害してはならない。」とされていますが、こども家庭庁の事務連
絡で「不当な差別的取扱いの基本的考え方」や「正当な理由の判断の視点」が示され
ておりますので、ご参考となさってください（4・5ページの「参考2」に記載されて
おります）。

事務連絡/保育所等における障害のあるこどもの受入れについて
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-
ce15d7b5018c/57d6ecd6/20241205_policies_hoiku_129.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
◆2024年度第2回保育所サポートデスクセミナー◆
「～持続可能な園経営～ 離職・休職を止める！人財育成と定着への具体策」

開　催　日：2025年1月17日（金）13：00～14：30（90分）
セミナー名：～持続可能な園経営～ 離職・休職を止める！人財育成と定着への具体策
講師：金澤　知世（かなざわ　ともよ） 氏

まだ申込は間に合いますので、よろしければご参加ください。

開催要項及び申込URL
https://childcaresupport.net/seminar/1032.html
皆様のご参加をお待ち申し上げております。

なお、資料やウェビナーのURL等につきましては、お申し込みいただいた
メールアドレスあてに16日（木）にお送りさせていただきますので、
今しばらくお待ちくださいませ。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
◆令和7年度予算案が閣議決定される◆
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　去る12月27日、概算決定の令和7年度予算案が概算決定され、こども家庭庁の
ホームページ上で公開されました。こども誰でも通園制度においては、1時間当たり
の補助基準額を0歳児1,300円、1歳児1,100円、2歳児900円と示しました。これ
に、障害児や要支援家庭のこどもの場合は400円の加算、医療的ケア児の場合は
2,400円の加算が付くこととなっております。また賃借料加算、施設整備やICT導入
に関する補助金を整えるなど、国が推進している状況がうかがわれます。
　放課後児童クラブ関係予算では、夏季休業期間中における放課後児童クラブの開所
支援や長時間開所加算などが拡充されています。就学前教育・保育施設整備交付金に
ついては、補助割合の要件が待機児童対策に加え、人口減少対策に係る整備費の
嵩上げが行われております。

こども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/budget

令和7年度こども家庭庁当初予算案（参考資料）
https://cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88749a20-
e454-4a5b-9da8-3a32e1788a23/6f755334/20250110_policies_budget_57.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
◆令和６年人事院勧告は10.7％、公定価格の地域区分は見直さず◆

公定価格の「地域区分」は、国家公務員の地域手当の支給割合として定める地域
区分に準拠しており、この見直しの議論が進められておりましたが、各地への影響等
に鑑み、令和7年度からの見直しは実施せず、引き続き見直し方法について丁寧に
議論を進めていくこととなりました。今後の議論に注視が必要ですが、次年度の公定
価格では今と同様の地域区分が適用されます。
　また、令和６年度の公定価格における人件費改定分に係る改定率は10.7％で、昨年
度の2倍以上の率となります。国の事務連絡では「各市町村においては、既に把握し
ている各施設等に関する情報（各月ごとの利用子ども数や加算の取得状況等）に基づ
き、今般の改定の影響額（追加支給見込額、年度末までの給付見込総額、処遇改善等

加算Ⅰの賃金改善要件分等の内訳等）を算定し、各施設・事業者にすみやかに周知す

ること。」と自治体に対応を求めておりますので、単価改正と遡及請求の事務処理と
併せ、市町村に追加支給が必要な見込額を確認し、支給の準備を進めてください。
なお、支給にあたっては職員個人ごとで10.7％の賃金改善をすることを求めるもので
はありませんので、ご注意ください。

（計算方法）処遇改善等加算Ⅰの１％相当の年総額×【10.7】×「0.9」
※上記の額には法定福利費事業主負担分を含みます。
※令和６年度遡及改正単価を用いて算定します。

　このほか、人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与改定に伴う保育士等の処遇
改善の対象となる者は、常勤だけでなく、すべての職員が対象になりえることを、
公定価格に関するFAQ（第26版・77ページ）で示しています。今後の配分検討の
際のご参考となさってください。

第8回 子ども・子育て支援等分科会（令和6年12月19日開催）
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/443197f1

公定価格に関するFAQ（第26版）
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-
edced6d12ee1/58c3df4d/20241223_policies_kokoseido_88.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
◆事故防止ガイドライン等の効果的な周知方策に関する調査研究が公開される◆

　令和5年度子ども・子育て支援調査研究事業の一環で、「教育・保育施設等における
『教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン』
等の効果的な周知方策についての調査研究」が行われ、その結果が公開されておりま
す。また、特に死亡事故が起きやすい「ねる・たべる・みずあそび」の場面ごとの
事故を防ぐためのポイント及び応急処置について、リーフレットも紹介されておりま
すので、自園のご参考となさってください。

（こども家庭庁HP）
リーフレット：こどもの重大な事故を防ぐためのポイント
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a412ce1d-d1a4-419d-
b341-1f64b52e7855/d13f5b9a/20241024_policies_child-safety_effort_report_06.pdf

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
特定非営利活動法人 福祉総合評価機構
保育所サポートデスク事務局
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KFビル702
TEL 03-6279-0331（代表）FAX 03-5497-8780
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URL：https://childcaresupport.net/
Mail：supportdesk@fukushi-hyouka.net
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